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【事務連絡者氏名】 取締役　　柴原　新吾
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【電話番号】 ０３（５４７５）８１６０

【事務連絡者氏名】 取締役　　柴原　新吾

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】 一般募集 918,500,000円

 引受人の買取引受による売出し 196,850,000円

 オーバーアロットメントによる売出し 177,165,000円

 （注）１．募集金額は、発行価額の総額であり、平成23年５月

13日(金)現在の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値を基準として算出した見込額

であります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額に

て買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額

（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集に

おける発行価格の総額は上記の金額とは異なりま

す。

２．売出金額は、売出価額の総額であり、平成23年５月

13日(金)現在の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値を基準として算出した見込額

であります。

【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式

について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融

商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引

が行われる場合があります。

２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市

場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引

所であります。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 500,000株
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数　100株

（注）１．平成23年５月20日(金)開催の取締役会決議によります。

２．本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人

の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）にあたり、その

需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から90,000株を

上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合

があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照下さい。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【株式募集の方法及び条件】

　平成23年５月30日(月)から平成23年６月１日(水)までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定

される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価

格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差

額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 500,000株 918,500,000 459,250,000

計（総発行株式） 500,000株 918,500,000 459,250,000

（注）１．全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし

ます。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。

４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成23年５月13日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格（円）
発行価額
（円）

資本組入
額（円）

申込株
数単位

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定
（注）１．２．
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
通取引の終値（当
日に終値のない場
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。

未定
(注)１．
２．

未定
(注)１．

100株
自 平成23年６月２日(木)
至 平成23年６月３日(金)

(注)３．

１株につ
き発行価
格と同一
の金額

平成23年６月８日(水)
 

（注）１．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要

状況を勘案した上で、平成23年５月30日（月）から平成23年６月１日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等

決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受取る１株当たり

の払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新規発行株式の発行数で

除した金額とします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が

決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入

額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメ

ントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）につ

いて、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係

る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイ

ト（［URL］http://www.voltage.co.jp/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。しかしながら、発行価格

等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正

が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定さ

れる前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。

２．前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行

価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定でありま

す。

なお、上記申込期間については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、

最長で平成23年５月27日（金）から平成23年６月１日（水）までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定

期間は、平成23年５月30日（月）から平成23年６月１日（水）までを予定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成23年５月30日（月）の場合、申込期間は「自　平成23年５月31日（火）　至　平成23年６

月１日（水）」

②　発行価格等決定日が平成23年５月31日（火）の場合、申込期間は「自　平成23年６月１日（水）　至　平成23年６

月２日（木）」

③　発行価格等決定日が平成23年６月１日（水）の場合は上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。
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４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５．申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６．申込証拠金には、利息をつけません。

７．株式の受渡期日は、平成23年６月９日（木）であります。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替えにより行われます。

 

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業

所で申込みの取扱いをいたします。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

 
株式会社みずほ銀行　恵比寿支店
 

 
東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号
 

　（注）　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

みずほ証券株式会社

株式会社ＳＢＩ証券

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

東京都港区六本木一丁目６番１号

410,000株

90,000株

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金と

して、払込期日に払込取扱

場所へ発行価額と同額を払

込むことといたします。

３．引受手数料は支払われま

せん。

ただし、一般募集におけ

る価額（発行価格）と発行

価額との差額は引受人の手

取金となります。

計 ― 500,000株 ―
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４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

918,500,000 10,000,000 908,500,000

（注）１．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消

費税等は含まれておりません。

２．払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成23年５月13日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株

式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額908,500,000円については、運転資金として、平成24年６月期において、「レイト層（注１）への

広告費」に700,000,000円、「海外展開に向けてのコンテンツ制作費・広告費・運営費」に64,000,000円、残額を平成

24年６月期から平成25年６月期において、「スマートフォン（注２）端末向けコンテンツ制作費」に充当する予定で

あります。なお、調達資金は、当社普通預金口座に保管し、資金需要発生の都度使用することとしております。

 

（注）１　レイト層とは携帯電話コンテンツの利用度が低いユーザー層を指します。

　　　２　スマートフォンとは、コンピュータを内蔵し、音声通話以外に様々なデータ処理機能を持った携帯電話で、アプ

リケーションを追加して、機能の強化やカスタマイズができるものです。
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第２【売出要項】
 

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

平成23年５月30日(月)から平成23年６月１日(水)までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される引受価額にて後

記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額

（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取

引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いま

せん。

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏

名又は名称

普通株式 100,000株 196,850,000

東京都渋谷区
津谷　祐司　　　　80,000株

東京都渋谷区
津谷　奈々子　　　20,000株

（注）１．一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹

事会社であるみずほ証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１ 

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

２．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」をご参照下さい。

３．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４．売出価額の総額は、平成23年５月13日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし

て算出した見込額であります。

 

２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

売出価格（円）
引受価額
（円）

申込期間
申込
単位

申込証拠金
（円）

申込受付
場所

引受人の住所及び氏名
又は名称

元引受契
約の内容

未定
（注）１．２．
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
通取引の終値（当
日に終値のない場
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。

未定
(注)１．
２．

自　平成23年
６月２日(木)
至　平成23年
６月３日(金)
（注）３．

100株
１株につき
売出価格と
同一の金額

右記金融商
品取引業者
及びその委
託販売先金
融商品取引
業者の本店
並びに全国
各支店及び
営業所

東京都千代田区大手町
一丁目５番１号
みずほ証券株式会社

（注）４．

　（注）１．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要

状況を勘案した上で、平成23年５月30日（月）から平成23年６月１日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等

決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代金）を決定いた

します。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定された場合

は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手

取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出し

の売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に

代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提

出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.voltage.co.
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jp/）（新聞等）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に

伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付さ

れ、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が

行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。

２．前記「１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異なり

ます。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．株式の受渡期日は、平成23年６月９日(木)であります。

申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定でありま

す。

なお、上記申込期間については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、

最長で平成23年５月27日（金）から平成23年６月１日（水）までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定

期間は、平成23年５月30日（月）から平成23年６月１日（水）までを予定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成23年５月30日（月）の場合、申込期間は「自　平成23年５月31日（火）　至　平成23年６

月１日（水）」

②　発行価格等決定日が平成23年５月31日（火）の場合、申込期間は「自　平成23年６月１日（水）　至　平成23年６

月２日（木）」

③　発行価格等決定日が平成23年６月１日（水）の場合は上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４．元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

なお、引受人の手取金は前記「第１ 募集要項 ３ 株式の引受け 引受けの条件」において決定される引受人の手取

金と同一といたします。

金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名 引受株式数

みずほ証券株式会社 100,000株

５．申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

６．申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。

７．申込証拠金には、利息をつけません。

８．株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替えにより行われます。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び

氏名又は名称

普通株式 90,000株 177,165,000
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
みずほ証券株式会社

（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘

案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から90,000株を上限として借

入れる当社普通株式の売出しであります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示

したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場

合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の

手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概

算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売

出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え

て発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後

から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.voltage.co.

jp/）（新聞等）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に

伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付さ

れ、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が

行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。

２．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．売出価額の総額は、平成23年５月13日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし

て算出した見込額であります。

 

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間
申込
単位

申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約
の内容

未定
（注）１．

自 平成23年６月２日(木)
至 平成23年６月３日(金)

（注）１．
100株

１株につき
売出価格と
同一の金額

みずほ証券株
式会社及びそ
の委託販売先
金融商品取引
業者の本店並
びに全国各支
店及び営業所

― ―

（注）１．株式の受渡期日は、平成23年６月９日(木)であります。

売出価格及び申込期間については、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」において決定さ

れる売出価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。

２．申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３．申込証拠金には、利息をつけません。

４．株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替えにより行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

１　オーバーアロットメントによる売出し等について

一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社

であるみずほ証券株式会社が当社株主から90,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメン

トによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、90,000株を予定しております

が、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行

われない場合があります。

これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメント

による売出しの売出数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）

を、平成23年６月27日（月）を行使期限として、上記株主から付与されます。

また、みずほ証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込

期間の終了する日の翌日から平成23年６月22日(水)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。(注)）、借入

れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限と

する当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシ

ンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー

取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントに

よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

さらに、みずほ証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに

伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返

還に充当することがあります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し、借

入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、みずほ証券株式会社は、グリーンシューオプションを行使する

予定であります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場

合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、み

ずほ証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れ、当該株主からのグリーンシューオプションの付与及

び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引は行われません。

 

（注）シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成23年５月30日(月)の場合、シンジケートカバー取引期間は「平成23年６月２日(木)か

ら平成23年６月22日(水)までの間」

②　発行価格等決定日が平成23年５月31日(火)の場合、シンジケートカバー取引期間は「平成23年６月３日(金)か

ら平成23年６月22日(水)までの間」

③　発行価格等決定日が平成23年６月１日(水)の場合、シンジケートカバー取引期間は「平成23年６月４日(土)か

ら平成23年６月22日(水)までの間」

となります。

 

２　ロックアップについて

一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であり当社株主である津谷祐司及び津谷奈々子は、みず

ほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して

180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受け

ることなく、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。）を行わない旨を合意しておりま

す。

また、当社はみずほ証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けること

なく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利又は義務を有する有価証券の発行等（ただし、一般募集及び株式分割

による新株式発行並びにストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨を合意しております。

なお、上記の場合において、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部もし

くは全部につき解除できる権限を有しております。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
 

　特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

 

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

 

　今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定さ

れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手

取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数

及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に

代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から

申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.voltage.co.jp/）（以下「新

聞等」という。）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動

して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公

表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書

の訂正事項分が交付されます。

 

・表紙の次に、以下の「１　事業の概況」から「３　事業の内容」までの内容をカラー印刷したものを記載いたします。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

（株価情報等）

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　平成22年６月11日から平成23年５月13日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式売

買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

なお、当社株式は、平成22年６月11日付をもって株式会社東京証券取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価、ＰＥ

Ｒ及び株式売買高については該当事項はありません。

　（注）１．・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

２．ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

 
ＰＥＲ（倍）＝

週末の終値

 １株当たり当期純利益

平成22年６月11日から平成22年６月30日については、平成22年５月７日提出の有価証券届出書の平成21年６月期の

財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成22年７月１日から平成23年５月13日については、平成22年６月期有価証券報告書の平成22年６月期の財務諸表

の１株当たり当期純利益を使用（平成23年１月１日付の株式分割（株式１株につき３株）の権利落ち後について

は、当該株式分割を考慮した１株当たり当期純利益を使用）。
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２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成22年11月20日から平成23年５月13日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のとおりで

あります。

提出者（大量保有者）
の氏名又は名称

報告義務発生日 提出日 区分
保有株券等の
総数（株）

株券等の保有
割合（％）

ＤＩＡＭアセットマネジ
メント株式会社

平成23年３月31日平成23年４月５日
大量保有報告書
（注）１．

227,400 5.16

ダイアム インターナ
ショナル リミテッド

26,200 0.59

（注）１．ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社及びダイアム インターナショナル リミテッドは共同保有者とされており

ます。

２．上記大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場されている株式会社東京証

券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】
 

１　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第11期事業年度）及び四半期報告書（第12期第３四半期）並びに第12期に

おいて関東財務局長宛に提出した四半期報告書（第１四半期及び第２四半期）（以下、「有価証券報告書等」という。）に

記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成23年５月20

日）現在、変更が生じております。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、変更となった箇

所については、＿ 罫で示しております。

 

（事業等のリスク）

　以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

また、必ずしも、そのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の判断上、重要であると考えられる事項に

ついては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、文中の将来に関する事項は、本有価

証券届出書提出日（平成23年５月20日）現在において当社が判断したものであります。

 

(1）事業内容に関するリスクについて

①　事業環境に関するリスクについて

イ．携帯電話ビジネスの市場動向について

　当社は、モバイルコンテンツ事業、モバイルコマース事業を主たる事業領域としているため、インターネットに接続

可能な携帯電話端末の普及や技術革新、業界標準の変化に大きく左右される可能性があります。

　社団法人電気通信事業者協会の発表によれば、平成22年６月30日現在の国内携帯電話契約数は約１億1,371万件、う

ち高速データ通信が可能な第３世代携帯電話契約数は約１億1,136万件となり、約98％のシェアを占めております。平

成22年からは高機能なモバイルインターネット端末であるスマートフォンの普及が本格化しており、今後さらに普及

が進むことが予想されます。また、パケット定額制に関しても、モバイルインターネットの利用拡大及びキャリアによ

る定額料金制度の見直しにより、さらに普及が進んでいるといわれております。しかしながら、今後新たな法的規制の

導入、利用料金の改定を伴うキャリアの動向等、予期せぬ要因により、モバイルインターネットの発展が阻害される場

合には、当社の業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。

　また、モバイルコンテンツ事業及びモバイルコマース事業を展開する市場の歴史はまだ浅く、かつ変化が激しいた

め、携帯電話ビジネスの将来性は不透明な部分があります。携帯電話端末に大規模なシステムトラブル等の不具合が

発生する等、携帯電話に関する弊害の発生や利用に関する新たな法的規制の導入、キャリアの経営方針の変更、その他

予期せぬ要因による市場環境の変化が生じた場合には、当社の業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。

 

ロ．モバイルコンテンツ市場の市場動向について

　当社が、経営資源を集中している「恋人ゲーム」は、公式サイト及びソーシャルアプリとして展開しております。

　公式サイト市場については、従来型の携帯電話端末からスマートフォンへの買い替えが進むこと等により、今後市場

が縮小していくことが予想されているものの、ソーシャルアプリ市場については、ＳＮＳ会員のソーシャルアプリ利

用が高まっていること等から、今後さらに市場が成長することが見込まれております。以上のことから、当社ではモバ

イルコンテンツ市場全体では成長すると見込んでおります。

　しかしながら、ソーシャルアプリ市場の成長が当社の予測を下回った場合には、当社の業績及び事業展開に影響を与

える可能性があります。

 

ハ．技術革新について

　当社が事業を展開するモバイルインターネット業界においては、事業に関連する技術革新のスピードや顧客ニーズ

の変化が速く、それに基づく新サービスの導入が相次いで行われております。当社は、これらの変化に対応するため、

技術革新にも迅速に対応する体制作りに努めておりますが、変化に対する適切な対応に支障が生じた場合には、当社

の業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。

 

②　各事業に共通するリスクについて
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イ．主要な事業活動の前提となる契約について

　当社の主要な事業活動のうち、モバイルコンテンツ事業の公式サイト及びモバイルコマース事業は、当社がキャリア

を介して一般消費者（顧客）にコンテンツ等を提供するため、各キャリアとコンテンツ提供に関する契約を締結する

必要があります。平成23年６月期第３四半期累計期間において、売上高における株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

の占める割合は約39.5％となっているため、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと当社との間で締結されている「ｉ

モード情報サービス提供者契約書」（以下、「本契約」という）は、当社の主要な事業活動の前提となっております。

　なお、本契約第16条第１項及び第２項に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが契約を解除できる次の事由が定めら

れております。

・当社及び当社の役員もしくは当社の従業員（臨時雇用も含む）がｉモード情報サービスに関連して法令等に違

反した容疑で逮捕または起訴された場合

・ｉモード情報サービスについて、苦情が多発した場合

・ｉモード情報サービスについて、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関またはそれに準じる機関から株式会社

エヌ・ティ・ティ・ドコモに解約、変更、その他の要請があった場合

・株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの業務の遂行上支障があると株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが認めた

場合

　以上の解除事由について、現時点において該当する事項がないため、本契約が解除となる可能性は低く、当社事業の

継続に支障を来たす要因は発生していないと認識しております。しかしながら、これらの解除事由に抵触する事由が

生じた場合には、当社の業績及び事業展開に重大な影響を与える可能性があります。

 

ロ．ＳＮＳプラットフォーム運営会社との契約について

　当社が運営するモバイルコンテンツ事業のソーシャルアプリは、当社がＳＮＳプラットフォーム運営会社を介して

一般消費者（顧客）にコンテンツ等を提供するため、各ＳＮＳプラットフォーム運営会社とコンテンツ提供に関する

契約を締結する必要があります。

　ＳＮＳプラットフォーム運営会社の事業方針の変更があった場合、また、当社のコンテンツがＳＮＳプラットフォー

ム運営会社側の要件を十分に満たさない等の理由により、当社のコンテンツが不適当であると当該事業者側が判断

し、新しいコンテンツの提供に関する契約を締結または継続できない場合等には、当社の業績及び事業展開に重大な

影響を与える可能性があります。

 

ハ．コンテンツにおける表現の健全性確保について

　当社の提供するコンテンツの一部には、性的表現が含まれるものがあるため、当社ではコンテンツの制作・配信等に

おいて、当社独自の性的表現に関する基準を設定しております。この基準は、表現の健全性を確保するよう、青少年に

対して著しく性的感情を刺激する表現はしてはならないこと等を基本方針とし、法令等で定められているよりも厳密

な水準に設定しております。また、当該基準を厳格に遵守するため、採用者には入社時に研修を行う等、コンテンツの

制作・配信に当たって法的規制に抵触しないよう、体制を構築しております。

　しかしながら、性的表現に関する法的規制や法解釈は、社会情勢等により、変化する可能性があるため、法的規制の強

化や新たな法令の制定等により、将来において当社が提供するコンテンツが法的規制に抵触することとなった場合等

には、当社の業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。

 

EDINET提出書類

株式会社ボルテージ(E24392)

有価証券届出書（組込方式）

22/37



ニ．システムリスクについて

　当社は、アクセス過多によるサーバー停止やネットワーク機器の故障及び自然災害や事故、火災等によるシステムト

ラブルの発生を回避するために、サーバーの負荷分散、稼動状況の監視、定期的バックアップの実施等の手段を講じる

ことで、システムトラブルの防止及び回避に努めております。

　しかしながら、コンテンツを管理しているサーバーや配信システムにおいて何らかのトラブルが発生することで、コ

ンテンツの配信に障害が生じる可能性もあり、当該障害が生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があり

ます。

 

③　モバイルコンテンツ事業のリスクについて

イ．競合について

　当社が提供する公式サイトの「恋人ゲーム」、「電子書籍」、「着メロ・着うた」、及びソーシャルアプリの「恋人

ゲーム」等のコンテンツには、競合他社が多数存在しております。

　当社は、顧客ターゲットの絞込みと、ユーザーの利用状況調査の活用等により、顧客のニーズに合った魅力あるコン

テンツを開発・提供するとともに、効率的な集客に努めております。

　しかしながら、今後当社が魅力あるコンテンツを開発・提供できず、競合会社が提供するコンテンツとの差別化が図

られない場合にはユーザー数の減少を招き、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　また、ソーシャルアプリについては、参入障壁が低いことから、大手ゲーム会社や大手ネット系企業等、公式サイトに

おける競合他社以外の事業者とも競合関係を有することが想定されます。今後において、それらの事業者との競争が

激化し、ユーザー数の増加やアイテム課金（注）が想定どおりに進まない場合には、当社の業績に影響を与える可能

性があります。

（注）　アイテム課金：ソーシャルアプリ内で利用できるアイテムの使用量に応じて課金する料金形態であります。

なお、ソーシャルアプリ本体は無料で提供していますが、ユーザーがソーシャルアプリをさらに楽しむため

には有料のアイテムを購入する必要があります。

 

ロ．ユーザー数について

　当社が運営するキャリアの公式サイトの有料課金会員数は、現在まで順調に増加を続けており、平成22年６月30日現

在、約109万人となりました。また、ソーシャルアプリの登録会員数も、平成22年６月29日の配信開始後、順調に増加し、

平成22年12月には300万人を突破いたしました。

　当社事業において、公式サイトのユーザー数の増加は、課金サービスの利用者増による課金収入の増加のみならず、

当社が運営するモバイルコマースサイトでの商品購入者増によるモバイルコマース事業における収入の増加にもつ

ながっております。また、ソーシャルアプリは本体を無料で提供し、アイテムの使用量に応じて課金する料金形態であ

るため、ユーザー数は課金収入に直結しないものの、当社では密接な関連があると考えております。つきましては、当

社は、ユーザー数を拡大しユーザー基盤をより強固にしていくことが業績拡大のためにも重要な課題であると認識し

ております。

　しかしながら、競合他社との競争、顧客の嗜好の変化、コンテンツの健全性の毀損、当社サービスの信頼やブランドの

毀損、その他の要因によりユーザー数が想定どおりに増加しない場合には、当社の業績及び事業展開に影響を与える

可能性があります。
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ハ．特定の取引先への依存度が高いことについて

　当社が運営するキャリアの公式サイトは、各キャリアが提供するメニューサービスの一部として採用されておりま

す。また、当社が運営するソーシャルアプリは、ＳＮＳプラットフォーム運営会社が提供するプラットフォーム上で提

供されるアプリケーションとして採用されております。当社の最終ユーザーはあくまでコンテンツを利用する一般消

費者（顧客）等でありますが、公式サイトについては各キャリアが、ソーシャルアプリについてはＳＮＳプラット

フォーム運営会社が提供する情報料の回収代行システムを利用して、回収手数料を支払うことでユーザーより情報料

を回収することが可能になっているため、キャリア及びＳＮＳプラットフォーム運営会社への依存度が大きくなって

おります。当社売上高に占める各キャリア及びＳＮＳプラットフォーム運営会社の構成比は、以下の通りとなってお

ります。

相手先

第10期
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

第11期
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

第12期第３四半期累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成23年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ド
コモ

1,626,10547.42,270,08151.21,830,68039.5

グリー株式会社（注１） － － 135 0.01,254,29127.1

ＫＤＤＩ株式会社（注２） 759,777 22.1 953,735 21.5 701,812 15.2

ソフトバンクモバイル株式会社 374,059 10.9 542,759 12.2 436,305 9.4

　（注）１．当社は、平成22年６月29日よりグリー株式会社が運営する「GREE Platform」上の「ＧＲＥＥアプリ」の配信を開始

しており、第10期において同社との取引はありませんので、記載しておりません。

２．「ＥＺｗｅｂ」の情報料については、ＫＤＤＩ株式会社及び京セラコミュニケーションシステム株式会社が回収代

行を行っております。京セラコミュニケーションシステム株式会社の売上高は当社売上高の10％未満であることか

ら、記載を省略しております。

 

　したがいまして、キャリアもしくはＳＮＳプラットフォーム運営会社において不測の事態が発生した場合や、キャリ

アのインターネット接続サービスに関する事業方針の変更があった場合、当社が提供するサイトに対してユーザー等

から苦情が多発する等の理由により、当社サイトが公式サイトもしくはソーシャルアプリとして不適当であるとキャ

リアもしくはＳＮＳプラットフォーム運営会社が判断し、コンテンツ提供に関する契約を解除された場合等には、当

社の業績及び事業展開に重大な影響を与える可能性があります。

 

ニ．特定コンテンツへの依存について

　平成22年６月期の当社売上高に占める携帯公式サイト事業（平成22年７月１日から「モバイルコンテンツ事業」）

売上高の割合は91.7％となっており、携帯公式サイト事業に占める「恋人ゲーム」コンテンツの売上高の割合は75％

以上となっております。また、平成22年６月期は、当社事業全体の核として、「恋人ゲーム」シリーズに経営資源を集

中し、成長させることを経営方針としてきたため、「恋人ゲーム」シリーズの売上高の割合が高まっております。

　したがいまして、今後、顧客の嗜好性の変化等により、当社が配信を行っているカテゴリーの成長が鈍化した場合に

は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

ホ．コンテンツ制作におけるクリエイターへの依存について

　当社は、当社が立案した企画に基づいたイラストやシナリオの制作等に関し、業務の一部を外部クリエイターに委託

し、コンテンツ提供をしております。

　当社では、特定の外部クリエイターへの依存度を低下させるため、複数のクリエイターに分散して委託するととも

に、委託するクリエイターを開拓し、クリエイターとの良好な関係の継続に努めることにより、リスクの軽減を図って

おります。

　しかしながら、当社の想定どおりにクリエイターを開拓できない場合、契約内容の見直しや解除がなされた場合、制

作委託費用が上昇した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

ヘ．売掛金の回収について

　当社は、各キャリアとモバイルコンテンツ事業のうち公式サイトにおける情報料の回収代行に関する契約を締結し

ており、回収代行業務を委託しております。このうち、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及びＫＤＤＩ株式会社と

は、料金の回収代行に関する契約によって、両社の責任によらず情報料を回収できない場合には、両社は当社へ情報料
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の回収が不能であることを通知し、その時点をもって両社の当社に対する情報料回収代行義務は免責されることに

なっております。

　キャリアより回収不能の通知があった後は、当社から有料会員に対して情報料を直接請求することが可能ですが、会

員個々の未回収金額は少額であることから、請求行為に係る費用を勘案し、現時点において未回収の情報料の請求は

行っておりません。このため、当社では、これらの回収不能額について、過去の回収実績から算定した回収不能見込み

額を貸倒引当金として計上しております。

　したがいまして、今後このような未回収の情報料が増加した場合には、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。

 

ト．売上計上について

　モバイルコンテンツ事業のうち公式サイトにおける、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及びソフトバンクモバイ

ル株式会社に対する売上高は、発生基準に基づき、当社が自社システム等で把握している月額課金会員数から算定し

た金額を計上しております。後日、各キャリアから支払通知書が到着した時点で売上計上額と支払通知額との差異が

発生した場合にはこれを集計し、計上しております。

　したがいまして、今後このような差異が増加した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

チ．広告戦略について

　現在、モバイルインターネット業界においては、キャリアの公式サイト以外の一般サイトが台頭しており、当社の有

料コンテンツサイトにおいても、一般サイトに掲載された広告から入会するユーザーが増加しております。また、一般

サイトにおける広告の出稿形態は変化が激しいため、当社は広告出稿形態による効果等を常に検証し、最適な広告出

稿形態を選択し、有料会員獲得に努めております。しかしながら、当社の想定通りに会員数を獲得できない場合、また

広告媒体の出稿枠獲得競争の激化等により、会員獲得コストが上昇した場合等には、当社の業績に影響を与える可能

性があります。

 

リ．新規広告手法の構築について

　当社は、会員の大量獲得のため、テレビＣＭ等の新規大型広告手法のノウハウ構築に努めてまいります。

　しかしながら、早期に投資回収効果の高い広告手法を構築できない場合、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。

 

ヌ．アフィリエイト広告からの不正入会について

　当社では、有料会員獲得のための広告出稿の一環として、アフィリエイト広告（注）を利用しております。

　アフィリエイト広告媒体の中には、広告出稿者が運営するコンテンツサイトへの入会に対するインセンティブとし

て、キャッシュバックを行うものがありますが、一部の広告媒体ではコンテンツサイトへの入会によるインセンティ

ブとして現金を獲得しながらも、コンテンツの利用料金を支払わない行為（以下、「不正入会」という。）に及ぶユー

ザーが存在しております。当社でも平成21年６月期以前において不正入会が原因と考えられるコンテンツ利用料金の

未回収が発生しました。

　当社では、キャッシュバックを行う広告媒体を通じた広告出稿や、当社の調査により不正入会者が多いと判断したア

フィリエイト運営会社を通じた広告出稿を停止することで、不正入会による被害発生の防止策を講じており、リスク

の低減を図っております。

　しかしながら、アフィリエイト広告を利用した不正行為の手段は多様化し、かつ巧妙化しており、今後において新た

な不正の手段が出現した場合等には、当社の業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。

（注）　アフィリエイト広告：広告媒体のウェブサイトに設置された広告により、ウェブサイトの閲覧者が広告主の

提供する商品あるいはサービス等を購入すること等によって、生じた利益に応じて広告媒体に成功報酬を与

える広告です。

 

④　モバイルコマース事業のリスクについて

イ．競合について

　モバイルコマース市場は平成20年の8,834億円から平成26年に25,403億円まで成長が予測される市場であり（野村

総合研究所　情報・通信コンサルティング部　著「これから情報・通信市場で何が起こるのか　ＩＴ市場ナビゲーター

2010年版」調べ）、かつ参入が比較的容易と見られていることから、今後も新規参入の増加によって競争が激化する

ことが予想されます。また、インターネット上で通信販売を行う事業者のみならず、カタログ通販やテレビ通販、既存

店舗における小売事業者等との間においても、商品や利便性並びに価格等を巡る激しい競争が生じております。
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　したがいまして、当社では、モバイルコンテンツ事業の「恋人ゲーム」シリーズをもとに当社が企画・製作したオリ

ジナルグッズの販売や、モバイルコンテンツ事業のサイト内にショッピングコーナーを設置するなど、モバイルコン

テンツ事業とのシナジーを強化するとともに、注文を受けてから商品仕入を行う等、在庫リスクを極力とらないビジ

ネスモデルを構築することによる競争力の強化を図っております。

　しかしながら、競合によって販売価格の低下やサービスレベルの向上に伴うコストの増加等をもたらす可能性があ

り、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

ロ．法的規制等について

　当社は、通信販売全般に関して、主に「特定商取引に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」及び「不正

競争防止法」の規制を受けており、また、取り扱う商品により「薬事法」、「健康増進法」及び「食品衛生法」等の規

制を受けております。当社では、これらの法律や関連諸規則を遵守すべく、商品の情報をサイトに記載するプロセスを

マニュアル化し、社内承認体制をルール化しております。また、主として顧問弁護士や外部専門家との情報交換を通じ

て、積極的な情報の収集及び対応を行っております。

　しかしながら、今後各省庁等における現行の法解釈に何らかの変更や法改正等があった場合、その内容によっては当

社の事業が制約を受ける、法令等に抵触する等、当社が新たな対応を余儀なくされる可能性があります。このような場

合には、当社の業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。

 

⑤　モバイルコマース事業及びパッケージ事業のリスクについて

イ．物流関連業務の外部委託に関するリスクについて

　当社は、モバイルコマース事業及びパッケージ事業において、卸業者もしくはメーカーから納品される商品の在庫管

理業務、商品の発送用梱包等の発送業務、顧客への商品受け渡し、及び商品代金回収業務等の物流関連業務を、外部業

者に委託しております。このため、外部業者のサービスの遅延及び障害等が発生した場合には、直接的な損害は業務委

託契約に基づき、外部委託業者に賠償請求できるものの、当社に対する顧客の信用低下等によっては、当社の業績及び

事業展開に影響を与える可能性があります。

 

ロ．取扱商品に関するリスクについて

　モバイルコマース事業においては、当社が販売主体となって物販商品の販売を行っております。

　また、パッケージ事業においては、当社が商品を企画し、製造業者に商品の製造を委託しております。

　このため、当社が販売もしくは企画した商品に、瑕疵または著作権の侵害等の問題が発生した場合、売主もしくは製

造業者等として損害賠償責任を負う可能性があり、これらの場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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(2）自然災害、事故等のリスクについて

　当社の開発拠点は、本社所在地である東京都にあり、当該地区において大地震、台風等の自然災害及び事故、火災等によ

り、開発業務の停止、設備の損壊や電力供給の制限等の不測の事態が発生した場合には、当社の事業活動に支障をきたす可

能性があり、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　自然災害や事故、火災等によるシステムリスクについては、「(1）事業内容に関するリスクについて　②　各事業に共通す

るリスクについて　ニ．システムリスクについて」に記載しております。

 

(3）会社組織に関するリスクについて

①　創業者への依存について

　当社の創業者であり代表取締役である津谷祐司は、当社設立以来の最高経営責任者であり、経営方針や戦略の決定をは

じめ、制作等の各方面の事業推進において重要な役割を果たしております。同様に取締役副社長の津谷奈々子も設立当

初から経営戦略の決定や技術の各方面において重要な役割を果たしております。このため、事業拡大に伴い、取締役、執

行役員、並びにマネージャーとの会議を、部門別に１週間に一度開催する等、情報共有を進めること等により、両氏に過

度に依存しない経営体質の構築を進めておりますが、何らかの理由により両氏に不測の事態が生じた場合、または両氏

が退任するような事態が生じた場合には、当社の業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。

 

②　人材の確保及び育成について

　事業拡大を進めていくためには、スキルとセンスを持つ人材を幅広く確保することと、人材の育成が重要な課題である

と考えております。このため、採用活動の充実、研修体制の充実等に努めておりますが、業務上必要とされる人材を確保

・育成できない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

③　個人情報の管理について

　当社はユーザーの個人情報を取得していますが、経済産業省の外郭団体である財団法人日本情報処理開発協会の発行

するプライバシーマーク（注）を取得する等、個人情報の管理には十分留意しております。しかしながら、今後、顧客情

報の流出等の問題が発生した場合には、当社への損害賠償請求や信用低下等により、当社の業績及び事業展開に影響を

与える可能性があります。

（注）　プライバシーマーク：財団法人日本情報処理開発協会が個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備

していると認定した事業者等に発行するものです。

 

④　知的財産の管理について

　当社では、知的財産の管理において、知的財産の取扱いに関する留意事項を文書化した社内基準を制定するとともに、

採用者に対し入社時に当該基準の遵守について教育する等、内部管理体制を構築しております。また、コンテンツ制作の

一部を委託している外部クリエイターとの契約において、知的財産については第三者の知的財産権を侵害しないこと、

当社に対して著作権を譲渡すること等、細かく取り決めを行っております。

　しかしながら、当社の提供するコンテンツによる第三者の知的財産権の侵害の有無等について、チェックが十分でない

場合や、外部クリエイターの認識不足等により、第三者から権利侵害の損害賠償請求等が起こる可能性があり、その場合

には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

⑤　内部管理体制について

　当社は、内部関係者の不正行為等が発生しないよう、国内外の法令・ルールの遵守及び企業倫理に沿った法令遵守規程

を制定するとともに、内部監査等で遵守状況の確認を行っております。しかしながら、法令等に抵触する事態や内部関係

者による不正行為が発生する可能性は皆無ではないため、これらの事態が生じた場合には、当社の業績に影響を与える

可能性があります。
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(4）ストック・オプション行使による株式価値の希薄化について

　当社は、取締役及び従業員に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採用しております。

　今後につきましてもストック・オプション制度を活用していくことを検討しており、現在付与している新株予約権に加

えて、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。なお、平成

23年６月期第３四半期末現在における新株予約権による潜在株式数は286,107株であり、発行済株式総数4,409,793株の

6.5％に相当します。
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２　経営上の重要な契約等の変更

　後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第11期事業年度）に記載された「第一部　企業情報　第２　事業の状況　５　経

営上の重要な契約等」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成23年５月20日）現在、次

のとおり変更しております。なお、変更箇所は下線で示しております。

相手方名称 契約の名称 契約内容 契約期間

株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

ｉモード情報サービス提供
者契約書

公式サイト配信を目的とし
たｉモード利用基本契約

平成12年８月18日から
平成13年３月31日まで
（注）３

株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

ｉモードサービスに関する
料金収納代行回収契約書

公式サイト配信による料金
の回収方法に関する取り決
め

平成12年８月18日から
平成13年３月31日まで
（注）３

第二電電株式会社（注）１
コンテンツ提供に関する契
約書

公式サイト配信を目的とし
たＥＺｗｅｂ利用基本契約

平成12年４月３日から
平成13年３月31日まで
（注）４

ＫＤＤＩ株式会社
沖縄セルラー電話株式会社

ＥＺｗｅｂ情報料回収代行
サービス利用契約

公式サイト配信による料金
の回収代行サービスに関す
る契約

平成16年７月31日から有効
（期間の定めなし）

ＫＤＤＩ株式会社
沖縄セルラー電話株式会社

まとめてａｕ支払い利用契
約

公式サイト配信による料金
の回収代行サービスに関す
る契約

平成16年２月19日から有効
（期間の定めなし）

ジェイフォン東京株式会社
（注）２

コンテンツ提供に関する基
本契約書

公式サイト配信を目的とし
た、ジェイフォン東京株式
会社（及びジェイフォン関
西株式会社他ジェイフォン
グループ含む）が構築・提
供する情報提供サービス利
用基本契約

平成12年３月１日から
平成12年３月31日まで
（注）５

ジェイフォン東京株式会社
（注）２

債権譲渡契約書

公式サイト配信によるコン
テンツ提供に係る料金債権
の債権譲渡に関する契約。
ジェイフォン関西株式会社
他ジェイフォングループと
も個別に契約

平成12年３月１日から
平成12年３月31日まで
（注）５

グリー株式会社 GREE Platform参加契約書
GREE Platformへの参加に
関する契約

平成22年６月22日から
平成23年６月21日まで
（注）６

　（注）１．第二電電株式会社は平成12年10月１日付けで日本移動通信株式会社・ケイディディ株式会社と合併し、株式会社

ディーディーアイとなり、平成13年４月１日付けでケイディーディーアイ株式会社となりました。さらに、平成14年

11月１日付で登記上名称をＫＤＤＩ株式会社に商号を変更しております。

２．ジェイフォン東京株式会社は平成12年10月１日付でジェイフォン東日本株式会社に商号変更し、また、ジェイフォ

ン東日本株式会社は、平成13年11月１日付でジェイフォン株式会社、ジェイフォン東海株式会社、ジェイフォン西日

本株式会社とジェイフォン株式会社を存続会社として合併したことにより、ジェイフォン株式会社となりました。

さらに、平成15年10月１日付でジェイフォン株式会社はボーダフォン株式会社に商号変更しております。その後、

ボーダフォン株式会社は平成18年10月１日付けで、ソフトバンクモバイル株式会社に商号変更しております。

３．期間満了の１ヶ月前までに延長拒絶等の申し出がない限り、１年毎に自動更新。

４．期間満了の60日前までに延長拒絶等の申し出がない限り、半年毎に自動更新。

５．期間満了の３ヶ月前までに延長拒絶等の申し出がない限り、１年毎に自動更新。

６．期間満了の１ヶ月前までに当社または相手方のいずれからも延長拒絶等の申し出がない限り、１年毎に自動更新。

 

EDINET提出書類

株式会社ボルテージ(E24392)

有価証券届出書（組込方式）

29/37



３　資本金の増減

　後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第11期事業年度）「第一部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状

況　(5）発行済株式総数、資本金等の推移」に記載された資本金について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届

出書提出日（平成23年５月20日）現在、次のとおり増加しております。

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）
（注）２

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年10月１日
～
平成22年12月31日
（注）１

8,6001,468,6004,300 413,900 4,300 379,500

平成23年１月１日
～
平成23年５月20日
（注）１

4,4914,410,291 749 414,649 749 380,249

　（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．当社は、平成23年１月１日付で１株を３株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が2,937,200株増加しておりま

す。
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４　臨時報告書の提出

　後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第11期事業年度）提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成23年５月20

日）までの間において、次のとおり臨時報告書を提出しております。

　当社は、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ

き、平成22年９月30日に臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

　その報告内容は次のとおりであります。

 

(1）株主総会が開催された年月日

平成22年９月28日

 

(2）決議事項の内容

議案　取締役７名選任の件

取締役７名として、津谷祐司、津谷奈々子、松永浩、柴原新吾、北島健太郎、高澤真及び横田晃洋を選任するもので

あります。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当

該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果
（賛成の割合）

議案    （注）  

取締役７名選任の件      

津谷　祐司 8,963 275 0  可決（94.34％）

津谷　奈々子 8,963 275 0  可決（94.34％）

松永　浩 8,964 274 0  可決（94.35％）

柴原　新吾 8,964 274 0  可決（94.35％）

北島　健太郎 8,739 499 0  可決（91.98％）

高澤　真 8,739 499 0  可決（91.98％）

横田　晃洋 8,739 499 0  可決（91.98％）

　（注）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過

半数の賛成であります。

 

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、議案は可

決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができて

いない一部の議決権の数は加算しておりません。
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第四部【組込情報】
 

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
　　事業年度
（第11期）

　自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日

平成22年９月29日
関東財務局長に提出

 四半期報告書
　　　事業年度

（第12期第３四半期）
　自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日

平成23年５月10日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出した

データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４－１

に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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　 独立監査人の監査報告書 　

　

　 平成22年５月６日

株式会社ボルテージ 　

取締役会　御中 　

　

　 あらた監査法人 　

　

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 友田　和彦

　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ボルテージの平成20年７月１日から平成21年６月30日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ボル

テージの平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

　

　 平成22年５月11日

株式会社ボルテージ 　

取締役会　御中 　

　

　 あらた監査法人 　

　

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 友田　和彦

　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ボルテージ

の平成21年７月１日から平成22年６月30日までの第11期事業年度の第３四半期会計期間（平成22年１月１日から平成22年

３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年７月１日から平成22年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ボルテージの平成22年３月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第

３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券

届出書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

　

　 平成22年９月29日

株式会社ボルテージ 　

取締役会　御中 　

　

　 あらた監査法人 　

　

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 友田　和彦

　

　

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ボルテージの平成21年７月１日から平成22年６月30日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ボル

テージの平成22年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

＜内部統制監査＞ 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ボルテージの平成22年６

月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作

成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。ま

た、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

　当監査法人は、株式会社ボルテージが平成22年６月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告

に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成23年５月10日

株式会社ボルテージ

取締役会　御中
 

あらた監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田邊　晴康　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岩尾　健太郎　印

  

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ボルテージ

の平成22年７月１日から平成23年６月30日までの第12期事業年度の第３四半期会計期間（平成23年１月１日から平成23年

３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年７月１日から平成23年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ボルテージの平成23年３月31日現在の財政状態、同日をもって終

了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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